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すみだ健康づくり総合計画中間改定の概要
○「すみだ健康づくり総合計画」は、健康課題や情勢の変化に合わせて令和2年度に改定を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、上位計画である
墨田区基本計画の改定延期が決定し、その他計画についても同じく1年延期することになった。
○今後、データヘルス等の推進に加え、感染症対策や災害対策の強化、新たな生活様式や働き方改革のさらなる推進の必要性、それらに対応する新保健施設（令和
5年度開設）の整備等を踏まえると、計画のフルモデルチェンジが必要。⇒令和2年度は庁内で課題を整理し、令和3年度に大幅な改定を行う。

経

緯

現計画の概要

パーソナル
ヘルス

感染症対策

災害時保健
医療体制

食品の衛生

生活環境の
確保

母子保健の
推進

精神保健・
自殺対策

健康になるまち
スモークフリー

地域包括
ケア職域連携

がん対策

一体的実施
フレイル予防

PHR
重症化予防

ネウボラ
虐待予防

ひきこもり
地域共生

ナッジ
健康な食の提供

体制強化
リモート・タッチレス

AI・IoT ビックデータ その他先端技術

健康寿命を延伸し、誰ひとり取り残さない「健康長寿日本一のまち・すみだ」を実現する

改定のポイント

SDGsの実現

目
標

ACP・在宅医療

新 保 健 施 設

クリーン
安心・安全

健康経営・コラボヘルス

１ 計画期間 平成28年度から令和７年度までの10年間

２ 計画の位置づけ
国及び都の健康や医療に関する計画等を捉え、区の上位計画にあたる「墨
田区基本構想」、「墨田区基本計画」の健康に関する施策及び基本的な考
え方を踏まえながら、区民の健康づくりに関する最上位の計画としている。

墨田区がめざす健康づくり
健康寿命を大きく伸ばし 誰もが健康に暮らすまちをつくる

１ 区民一人ひとりが健康づくりに取り組み、望ましい生活習慣をこころがけます
２ すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援します
３ だれもが主体的に健康づくりに取り組める地域をめざします
４ 健康危機管理体制を充実し、保健衛生の安全と安心を確保します
５ 保健医療体制を確立し、地域の連携を進めます

Ａ 生活習慣病発症予防の強化と重症化の予防をより進める区へ
Ｂ 総合的ながん対策を強化する区へ
Ｃ すべての親と子が切れ目ない母子保健サービスを受けられる区へ
Ｄ 健康危機管理体制がより充実している区へ

・区民が主役の健康づくり
・健康を支えあう地域づくり
・健康を実現できる環境づくり

基
本
方
針

重
点
施
策

基
本
目
標

３ 現計画の体系

全体 目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５

改善 65歳健康寿命
⇒不変
男性︓81.88歳
女性︓85.48歳

２２ ３ ２ ３ ０

不変 １５ １０ １ ６ ４

悪化 １６ ２ ６ ２ ０

中間評価 令和元年度に区民アンケートを実施し、現計画の評価指標の見直
しと中間評価を実施した
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健康寿命を延ばし、誰ひとり取り

残さない「健康長寿日本一のま

ち」を実現する。 

区民が主役の健康づくり 

健康を支えあう地域づくり 

科学的知見に基づ

く疾病予防・管理

を推進する。 
 

 

 
多様な知を集結

し、健康課題を解

消する新しい社会

環境を整備する。 
 

 

 
誰もが地域で活躍

できる「インクル

ーシブ社会」を実

現する。 
健康を実現できる環境づくり 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すみだ区健康づくり総合計画 施策の体系（修正案） 

III.支えあい、自分らし

く生きることがで

きる地域づくり 
 

I. ライフコースを意

識した健康づくり

の推進 

IV. 安心・安全な保健・

医療体制および健

康を支援する地域

環境の整備 

II. 包括的な親と子の

健康づくりの推進 

 

① 生活習慣病の発症と重症化予防  

② がん対策の推進  

③ 健康的な食環境づくり 

④ 身体活動・運動の推進 

⑤ 歯・口腔の健康づくり 

⑥ 休養・こころの健康づくり 

⑦ たばこ・アルコール対策の推進 

⑧ 女性の健康づくり 

⑨ フレイル予防の推進 

① 切れ目のない妊娠・出産・育児支援 

② 子どもの健やかな発育・発達支援 

③ 安心して子育てできる保健医療体制の整備 

④ 学童期・思春期からの健康づくり支援 

⑤ 子育て世代包括支援体制の充実 

① 地域包括ケアシステムの充実 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 障害(児)者の健康づくり支援 

④ 特殊疾病（難病）対策の推進 

⑤ 自殺対策の推進 

⑥ すみだらしい食育の推進 

⑦ 地域・職域連携の推進 

⑧ 健康を支援するソーシャルキャピタルの醸成 

① 健康危機管理体制の充実 

② 感染症対策の推進 

③ 食品衛生の推進 

④ 衛生的な生活環境の確保／公害対策の推進 

⑤ 動物の適正管理の推進 

⑥ 地域の保健・医療体制の整備 

⑦ 健康なまちづくりに向けた環境整備 
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墨田区保健衛生協議会 付属機関

すみだ健康づくり総合計画中間改定部会
※部会長︓帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授

墨田区健康づくり推進本部 ※本部長︓区長
墨田区健康づくり推進本部幹事会

※幹事長︓保健衛生担当部長

作業部会①
「予防・健康」部会

作業部会②
「親と子の健康」

部会

作業部会③
「地域共生・
包括ケア」部会

作業部会④
「健康に関する
安全・安心」部会

生活習慣病対策、健康
づくり、歯科、フレイ
ル等

母子保健、子どもの健康
等

障害福祉、地域包括
ケアシステム、自殺対策、
食育、地域づくり等

健康危機管理、生活衛生、
環境保全、施設整備等

令和３年度すみだ健康づくり総合計画中間改定の検討組織
資
料
４



すみだ健康づくり総合計画中間改定スケジュール

2021年 2022年
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

保
健
衛
生

協
議
会

保健衛生協議会 ① ②

推
進
本
部

推進本部会議
幹事会

★①幹事会
★①推進本
部会議

★②幹事会
★②推進本
部会議

全体 庁内検討会③ ①協議会 素案 議会
報告

②協議会 議会報告

計画改定部会
①計画改定部
（3/19）

②計画改定
部会

③計画改定
部会

予防・健康部会 ①5/13 ②

親と子の
健康部会

①5/20 ②

地域共生・包括
ケア部会

①5/6 ②

健康に関する
安全・安心部会

①5/19 ②

区民ワーク
ショップ

①
②

③

計
画
改
定

パブコメ

参加者募集
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墨田区の状況と
基本目標Ⅳに係る課題

第1回 作業部会Ⅳ

資料６



令和2年10月1日現在
275,651 人で、平成27年
に比べて14,708人、5.6％
増加しています。そのう
ち、65歳以上の高齢者人
口は61,055人で、高齢化
率は22.1％となっていま
す。

将来推計人口は微増しま
すが、国内で高齢者が最
も多くなると想定される
令和22 年には、高齢化率
は 23.4％まで増加すると
予想されています。

資料：墨田区住民基本台帳に基づく独自の推計

年齢３区分別人口の推移と将来推計人口



家族構成は、「夫婦 2 人暮らし(配偶者 65 歳以上)」が 33.8％で最も多く、
「夫婦 2 人 暮らし(配偶者 64 歳以下)」（3.4％）と回答した人も含める
と、“夫婦 2 人暮らし”が 37.2％を占めており、次いで「1 人暮らし」が 
26.2％、「息子・娘との 2 世帯」が 16.5％ となっています。

世帯状況



 
平均障害期間 

 
平均障害期間 

65歳健康寿命は、男性は
81.88歳と不変で、女性は
85.48歳と0.24歳延伸してい
ました。
しかし、65歳平均余命との
差である「平均障害期間」
は、男性は0.13歳、女性は
0.14歳伸びています。

※ 65歳平均余命：65歳の人
が、平均してあと何年生き
られるかの期待値。

65歳健康寿命

出典：東京都保健福祉局



要介護認定者数

8,141 8,759 9,270 9,841 10,236 10,604 10,980 10,813 11,280 11,541 

44,903 44,473 44,974 46,328 47,656 48,728 49,395 50,190 50,169 50,242 

53,044 53,232 54,244 56,169 57,892 59,332 60,375 61,003 61,449 61,783 
15.3%
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2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

認定者数 第１号被保険者数（認定者除く） 要介護認定率

（人）

要介護（要支援）認定者数は年々増加しています。
要介護（要支援）認定率も増加傾向にあり、2018年は18.7％と、約６
人に１人が要介護（要支援）認定を受けています。

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告月報（暫定版）」※各年度3月31日現在



合計特殊出生率とは「1人の女性が一生の間に産む子供の数の平均」
で、墨田区は2017年以降減少し続けており、少子高齢化が進展すること
が予想されます。
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墨田区 東京都

合計特殊出生率

出典：東京都人口動態統計年鑑 各年



悪性新生物が特に高く、自殺、脳血管疾患は緩やかな減少傾向、老衰は
増加傾向にあります。

出典：墨田区保健計画課資料

（人口10万対）

主要死因別死亡率



Ⅳ-①

近年の災害発生状況

健康危機管理体制の充実

毎年のように大規模な災害が全国各地でみられ、健康を脅かす事象が増
えています。

出典：国土交通省 防災・減災対策本部資料



Ⅳ-②

墨田区の結核登録者数の推移

感染症対策の推進
新興・再興感染症の発生による健康や生命の安全に重大な影響を及ぼ

す事態に対し、感染症の発症予防、発症後の対策づくりが重要です。
結核の罹患率は減少傾向にあるが、依然として国内の慢性感染症とし

ては多い状況にある。

出典：墨田区の福祉・保健より

（参考）2019年全国の結核罹患率（人口10万対）は11.5、前年と比べ0.8ポイン ト減少

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
新登録者 94 69 76 77 67 58 66 40 55 43

全登録者 185 173 173 173 168 170 161 134 129 106

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

結核 登録者数 推移

新登録者 全登録者



Ⅳ-③

食中毒の発生状況

食品衛生の推進
食品中の放射性物質、残留農薬、遺伝子組み換え、O157などによる食中
毒のほか、体の健康に関する食の問題が多発しています。
食中毒の状況を見ると、生又は加熱不十分な肉料理によるカンピロバク
ター食中毒及びしめ鯖や刺身等によるアニサキス食中毒が多く発生して
います。

出典：墨田区の福祉・保健より

R1 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22

アニサキス 3 １
カンピロ
バクター １ 1 １ 2 １ 1 2 １ 2
ウエルシュ

菌 １ １
ノロ

ウイルス １ 2 1 1 １ １ 1
黄色ブドウ
球菌 １ 1

その他 ２ 1 1

計 4 4 4 4 2 3 4 1 2 4



Ⅳ-④

公害の現象別苦情受付件数の推移

衛生的な生活環境の確保／公害対策の推進

生活環境における公害の減少別の苦情件数は横ばい傾向が続いていいま
す。

出典：令和2年版 すみだの環境



Ⅳ-④

光化学スモッグの発生状況

衛生的な生活環境の確保／公害対策の推進

光化学スモッグ注意報の発令日数は、東京都全体で７日、墨田区が属す
る東京都 区北部地域は１日。梅雨の長さなど年度毎の天候環境により発
生件数が左右される。

出典：令和2年版 すみだの環境



Ⅳ-⑤

犬の登録件数の推移

動物の適正管理の推進
ペットを飼う人が増えており、犬の登録件数は増加傾向にあります。

H16 H21 H26 R1
登録件数 5621 7423 7770 7504

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000



Ⅳ-⑥

かかりつけ医の有無（アンケート調査）

地域保健・医療体制の整備

かかりつけ医をもつ割合は56.8%となっており、年齢が上がるごとに高く
なっています。

出典：すみだ健康づくり総合計画中間評価報告書（令和２年３月）



資料７ 

基本目標Ⅳ 

安心・安全な保健医療体制及び健康を
支援する地域環境の整備 

≪ 視点 ≫ 
健康危機発生時に区民とともに迅速かつ適切な対応ができる体制づくりを行うとともに 

健康課題を解消し健康を支援する地域環境づくりを進めます。 

 

 
 

  



1 
 

 
 

 
 

安心・安全な保健医療体制、健康を支援する地域環境づくりは、持続可能な開発目標を掲
げる SDGｓの目標の、幅広い分野が関連します。それぞれの基本施策と関連性のある SDGs
の目標とターゲットを意識しながら推進することで、各目標が実現される持続可能な社会を
目指します。 

SDGs 
項目 

SDGs の Goal とターゲットおよび 
本計画における取り組みの方向性 

基本目標 
施策番号 

 【3-8】すべての人に健康と福祉を 
全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進できるように、
すべての人が保健医療サービスを利用できる体制を目指します。 

Ⅳ 
全共通 

 【4-7】質の高い教育をみんなに 
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、必要な知識
や技能を習得し、官民連携しながら持続可能な社会づくりに取り
組みます。 

Ⅳ-①、Ⅳ-② 
Ⅳ-➂、Ⅳ-④ 
Ⅳ-⑤、Ⅳ-⑥ 

 【6-1】安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理に取り
組みます。 

Ⅳ-④ 

 【9-1】産業と技術革新の基盤を作ろう 
全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いたインフラ
を整備し、地域の保健・医療体制の整備をすすめます。 

Ⅳ-⑥、Ⅳ-⑦ 

 【11-7】住み続けられるまちづくりを  
包摂的で、安全な、レジリエント（強じんさ、回復力）で持続
可能なまちづくりを進めるため、公共スペース等への普遍的
なアクセスができる環境づくりをすすめます。 

Ⅳ-⑥、Ⅳ-⑦ 
 

 【13-1】 
気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）を強
化するとともに、発生時に迅速に対応できる環境づくりをす
すめます。 

Ⅳ-① 

 【17-17】パートナーシップで目標を達成しよう  
公的/民間セクター、市民、NGO/NPO 等の多くの関係者との協
力関係を築き、パートナーシップを活性化して目標達成に取り組
みます。 

Ⅳ 
全共通 

 
 
 
 

１ 基本目標Ⅳと SDGs の取り組み 



2 
 

 
 

 
 

Ⅳ-① 健康危機管理体制の充実 
 
大規模災害による健康や生命の安全に重大な影響を及ぼす事態（感染症、公害、薬害、大

規模災害、テロリズム等）に対し、「健康危機」の発生を未然に防止する体制づくりを行う
とともに、「健康危機」が発生した場合にはその規模を把握し、医療機関と協力の上、健康
被害の拡大防止、患者の医療の確保を行うなどの危機管理体制を充実させていきます。 

 

（１） 墨田区の現状・課題 

近年、毎年のように大規模な災害が全国各地で起こっています。また、新型コロナウイ
ルス感染症など新しい感染症の拡大など健康を脅かす事象が増えています。これまでも
災害時の医療体制の整備等を行っていますが、いざという時に機能するよう区民や関係
機関との連携を強化し、備える必要があります。 

 
（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 

区民の主体的な活動に加え、関係機関・団体、行政がそれぞれの役割と責任を果たし
ながら、互いに協力し連携を図りながら、取り組みを推進していきます。 

 内容 

区民の取り組み 
 行政機関が発信する情報に耳を傾け、健康危機に対して、落ち着

いて予防行動をとります。 

地域・関係機関・
企業の取り組み 

 医療機関と連携し、災害や感染症等の危機管理体制の充実を図り
ます。 

 対策マニュアルや BCP（事業継続計画）を整備するなど、平時か
ら健康危機に備えます。 

区の取り組み 

 区民等に、健康といのちを守るために必要な情報をわかりやす
く周知するとともに、リテラシーを高める取組を推進します。 

 危機管理マニュアルや関連計画を整備し、有事に備えた訓練や
研修を実施します。 

 災害拠点病院や区内の医療機関、都や二次医療圏等との体系的な
連携体制を整備します。 

 健康危機の発生時又は探知した際には、速やかに危機管理体制を
とり、関係機関との連携の下、対応します。 

 

 

２ 基本目標Ⅳ の推進に向けた各施策の取り組み 

Ⅳ-① 



3 
 

（３） 主な施策 

 

（４） 評価指標 

指標 目標値 ベースライン値 現状値 
墨田区の災害医療の認知度  増加 ー 28.5% 

 
  

施策の項目 
 災害時医療救護活動及び保健活動の体制整備 
 健康危機管理の体制整備 
 災害を含む健康危機対応訓練の実施 
 BCP（事業継続計画）の策定及び支援 
 ＡＥＤ（自動体外除細動器）の整備 
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Ⅳ-② 感染症対策の推進 
 
新興・再興感染症の発生や、依然として感染に注意が必要な結核等、健康や生命の安全

に重大な影響を及ぼす事象に対し、その発症を予防する体制づくりを行うとともに、「健康
危機」が発生した場合にはその規模を把握し、医療機関と協力の上、原因の究明、健康被害
の拡大防止、患者の医療の確保を行うなどの体制を充実させていきます。 

 

（１） 墨田区の現状・課題 

新型コロナウイルス感染症については、これまでに区内で約 3200 人が感染し、41 人
の方が亡くなっています（5 月 10 日現在）。生活環境の改善や医学の進歩等により、感
染症による死亡は著しく減少しましたが、新型コロナウイルス感染症などの新しい感染
症の拡大による健康を脅かす事象が増えています。 
 

（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 
 内容 

区民の取り組み 

 日頃から規則正しい生活習慣をこころがけ、免疫力を高めます。 
 日々の生活の中で、手洗い、うがい、咳エチケット、3 密（密

集、密接、密閉）を避ける等心がけます。 
 予防接種について正しく理解し、適切に予防接種を受けます。 

地域・関係機関・
企業の取り組み 

 区と連携して感染症対策の普及・啓発に取り組みます。 
 感染症発生時には区や関係機関等と連携して、感染拡大防止に

取り組みます。 

区の取り組み 
 感染症対策に関する情報の周知・浸透をはかります。 
 日頃から感染症流行の早期探知を行うとともに、感染症発生時

には拡大防止策を講じます。 
 

（３） 主な施策  

施策の項目 
 新型インフルエンザ等（新型コロナ含む）対策の充実 
 感染症についての知識の普及啓発 
 予防接種の実施 
 結核対策、健康診断等の実施 
 ハイリスク対象者利用施設への感染症予防対策の実施 
 AIDS 相談・検査の実施 

Ⅳ-② 
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（４） 評価指標 

 
 

  

指標 目標値 ベースライン値 現状値 
帰宅時と食事前どちらも手を洗って
いる割合 

20 歳以上 95％以上 46.3% 48.4% 

咳エチケットをいつもこころがけて
いる合 

20 歳以上 95％以上 82.6% 86.3% 

ＭＲ接種率 
第Ⅰ期 
第Ⅱ期 

99％以上 
96.8％ 
94.2％ 

97.2％ 
94.1％ 

ＢＣＧ接種対象年齢における接種率  95％以上 96.1% 97.7% 
結核の人口 10 万人対り患率  19 以下 26.3 20.6 
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Ⅳ-③  食品衛生の推進 
 
区民が毎日、口にする食品の安全を守るための取組を推進していきます。 

 
（１） 墨田区の現状・課題 

生又は加熱不十分な肉料理によるカンピロバクター食中毒及びしめ鯖や刺身等によ
るアニサキス食中毒が多く発生しています。また、平成３０年６月の食品衛生法改正
により、原則全ての食品関連事業者に HACCP（食品の安全性を確保するための衛生
管理手法）に沿った衛生管理が義務付けられ、食品による事故発生防止のため、食品
関連事業者は対応に取り組んでいます。 

このため、区民一人ひとりが自ら正しい情報に基づいて食の安全を確保する行動が
とれるよう、情報提供の充実や安心して買ってもらえる取り組みの推進が必要です。
また、食を提供する食品関連事業者が HACCP に沿った衛生管理を適切に導入できる
よう、区による支援が求められています。 

 
（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 

 内容 
区民の取り組み  安全な食べ物を選ぶことについて、普段から家族で話をします。 

地域・関係機関・
企業の取り組み 

 食品衛生推進員等は、区と連携し、食の安心・安全についての
正しい知識の普及に努めます。 

 食品関連事業者は、HACCP に沿った衛生管理を推進するなど
自主管理に努めます。 

区の取り組み 

 区の広報紙や各種媒体を通して食の安心・安全についての啓発
を行っていきます。 

 食品関連事業者には、HACCP に沿った衛生管理導入の支援や
監視を行います。 

 

（３）  施策一覧 

施策の項目 

 食品関係施設の監視指導の実施 
 違反・不良食品対策の充実 
 食品衛生講習会の実施 
 消費者に対する普及啓発 
 食中毒対策の実施 
 危機管理対策の充実 

Ⅳ-③ 
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（４） 評価指標 

 
 
  

指標 目標値 
ベースライン

値 
現状値 

食中毒発生件数  0 件 3 件 5 件 
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Ⅳ-④  衛生的な生活環境の確保／公害対策の推進 
 

住環境や多くの人が利用する施設等の衛生の確保および、公害対策のための取り組みを推
進しています。 
 
（１） 墨田区の現状・課題 

区民の生活環境は大きく変化しています。健康を維持するうえで、安全な飲み水、衛生的
な住環境を維持・確保するとともに、多くの人が利用する施設の衛生を確保し、健康被害を
未然に防ぐ必要があります。また、環境等の影響により生じるアレルギーも区民の健康を脅
かしています。区民に正しい理解を促すとともに、アレルギーの病気に対する相談支援を推
する必要があります。 

 
（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 

 内容 

区民の取り組み 

 住居における環境衛生上の特徴や衛生管理の方法を正しく理解
して、住まいを適切に管理します。 

 アレルギーについて理解し、かかりつけ医等と相談しながら適
切に管理します。 

地域・関係機関・
企業の取り組み 

 環境衛生関係事業者は、法令等を遵守した衛生管理を推進する
など自主管理に努めます。 

区の取り組み 

 住まいの衛生的環境の確保や飲み水、ねずみ・衛生害虫の発生・
侵入防止対策等に関する生活衛生の啓発や相談に対応するとと
もに、環境衛生関係営業施設の監視指導を行い、適切な助言・
指導により住みやすい環境の整備をめざします。 

 アレルギーに関する啓発、相談対応に取り組みます。 
 

（３）  施策一覧 

 
 
 

施策の項目 
 住まいの衛生相談の実施 
 飲料水に関する衛生相談の実施 
 アレルギー相談等の実施 
 環境衛生関係営業施設に対する監視指導の実施 
 公害健康被害者救済事業の充実 

Ⅳ-④ 
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（４）  評価指標 

※公害対策は補償・救済事業が中心となるため、本計画では評価指標は設定していません。 
  

指標 目標値 ベースライン値 現状値 
区内営業施設が原因で起こる感染症
発生数 

 0 人 0 人 0 人 
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Ⅳ-⑤  動物の適正管理の推進 
 

動物愛護の普及啓発を行うとともに、動物による人の生命身体及び財産に対する侵害を防
止し、人と動物との調和の取れた共生社会の実現をめざします。あわせて、狂犬病予防法に
基づき、狂犬病防止対策を進めるほか、動物由来感染症に関する知識の普及・啓発を行って
います。 

 

（１） 墨田区の現状・課題 

 ペットと一緒に暮らす区民が増えています。動物愛護の精神だけでなく、動物の習性
や周囲への影響、動物由来感染症などを正しく理解して飼育・管理を行わないと、思わ
ぬトラブルが生じることがあります。また、災害時はペットの管理等の問題が生じるた
め「ペット防災」の啓発や備えも必要です。 

ペットの飼い主も動物を飼っていない人も、動物の愛護と適正な管理について正しく
理解し、地域で快適に暮らしていける環境を整備していく必要があります。 

 

（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 
 内容 

区民の取り組み 
 動物を飼育する場合には法令等に従うのはもちろんのこと、周囲

に迷惑をかけないようマナーを守り、適正に管理します。 
地域・関係機関・
企業の取り組み 

 飼い主のいない猫（いわゆる野良猫）による地域環境の悪化を防
ぐため、地域の住民による取り組みを行います。 

区の取り組み 

 動物愛護思想の普及や犬のしつけ方教室等による適正管理の啓発
を行うとともに、飼い主のいない猫対策への取り組みを支援しま
す。 

 犬の登録と狂犬病予防注射の徹底を図り、狂犬病予防対策と動物
由来感染症に関する知識の普及・啓発を図ります。 

 

（３） 主な施策 

 
 

施策の項目 
 狂犬病予防業務の実施 
 動物由来感染症に対する知識の普及啓発 
 飼い主のいない猫対策の実施 
 動物の愛護と適正飼育に関する指導の実施 

Ⅳ-⑤ 
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（４） 評価指標 

  

指標 目標値 
ベースライン

値 
現状値 

狂犬病予防注射済票発行率 
注射済票交付数／
飼い犬の登録頭数 

85.0% 77.3％ 76.20% 

狂犬病等のペットに起因する重
篤な感染症発生件数 

 0 件 0 件 0 件 
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地域の保健医療体制の整備 
 

区では、日頃から身近なところで健康管理を行えるよう、「かかりつけ」をもつことを推進
しています。また、地域の中で医療が完結できる仕組みづくりを関係機関との連携により取
り組んでいます。さらに、区民に安心・安全な医療・医薬品が提供されるよう、指導管理に努
めています。 

 

（１） 墨田区の現状・課題 

かかりつけ医をもつ割合は 56.8%となっており、年齢が上がるごとに高くなってい
ます。一方で、オンライン診療等、医療提供体制のデジタル化も進んできており、適
切な医療を享受できる仕組みが求められます。多くの区民が「かかりつけ」を持ち、
自分の生活に合った健康管理ができるよう体制を整備する必要があります。 

また、医薬品等による健康被害を未然に防止し、安全な医薬品等の供給を確保する
ために、効果的に監視指導を実施していくとともに、診療所における医療安全確保、
薬局等における自主管理の充実強化が求められています。 

 
（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 

 内容 
区民の取り組み  かかりつけ医・歯科医・薬局を持つようにします。 

地域・関係機関・
企業の取り組み 

 区民が安心して地域で療養できるよう、関係機関の連携を強化
します。 

 医薬品等による健康被害を未然に防止するために、診療所、薬
局等は、医療安全確保、自主管理の充実強化に努めます。 

区の取り組み 

 休日等における軽症の急病患者に対応する初期救急の体制を整
備し、区民の安心と疾病への早期対応を図ります。 

 地域の中で適切な医療が享受できる「地域完結型医療体制」を
めざし、医師会をはじめとした地域関係機関と連携し、区民の
療養を支える体制整備を行います。 

 医薬品等による健康被害を未然に防止し、安全な医薬品等の供
給を確保するため、効果的に監視指導を実施していきます。  

 

 

 

 

Ⅳ-⑥ 
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（３） 施策一覧 

 
（４） 評価指標 

 
 
 
  

施策の項目 
 医薬品等の安全性の確保の実施 
 医療連携推進事業の実施 
 かかりつけ医・歯科医・薬局を持つことの推進 
 休日応急診療事業の実施 

指標 目標値 
ベースライン

値 
現状値 

かかりつけ医を持つ割合  80% 58.7% 56.8% 
かかりつけ歯科医を持つ割合
（再掲） 

 80% 64.4% 62.2% 

かかりつけ薬局を持つ割合  60% 46.6% 46.7% 
在宅療養を希望する人のうち、
実現可能だと思う人の割合 

  
増加 30.8% 31.2 

関係法規違反件数  0 件 1 件 0 件 
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健康なまちづくりに向けた環境整備 
 

区民の健康を保持増進するため、様々な取組を行っていますが、個々の事情や社会背景等
による「健康格差」が生まれてしまいます。区がめざす「誰も取り残さない」健康づくりを進
めていくための環境整備に地域全体が連携して取り組む必要があります。 

 

（１） 墨田区の現状・課題 

区民の健康づくりに向けた課題は、健康寿命の延伸や、少子高齢化、がん死亡率、災
害医療、健康格差など、多岐にわたります。また、感染症の拡大により、健康危機管理
の重要性は、ますます高まっています。一方で、現在の健康づくりの拠点である向島・
本所の両保健センターは老朽化が進行し、安全性や利便性の向上が区政における大きな
課題となっています。 

また、区民の健康に関わるビックデータを活用し、区民や関係機関、課題解決型企
業、区がそれぞれの強みを生かして課題解決に向けて取り組む環境を整備することも必
要です。 

 
（２） 区民・関係者・区が取り組む実践アクション 

 内容 

区民の取り組み 
 区民は、日ごろから保健・医療に対する意識をもち、適切な情報

を把握することで、医療が必要になった時には適切な行動をとれ
るようにします。 

地域・関係機関・
企業の取り組み 

 事業者は、区民が健康に暮らせるよう、それぞれに課せられてい
る社会的な責務を最大限に果たします。 

区の取り組み 

 健康づくりに関わる様々な課題に対応し、区民の健康づくりや母
子保健、災害医療体制の拠点として、多様化する健康課題に迅速
に対応するため、保健所・子育て・教育の機能を複合化した、総
合的な保健施設の整備を進めます。 

 区民や地域、そして区がそれぞれの目的に応じて、必要な健康医
療に関する情報を取得し活用できる環境整備を進めます。 

 区民が健康に暮らせるまちづくりの視点で、多様な知を集結し、
取り組みます。 

 

 

 

 

Ⅳ-⑦ 
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（３） 施策一覧 

 
（４） 評価指標 

 
 

施策の項目 
 新保健施設等複合施設の整備 
 大学研究機関との連携による健康づくり施策の推進 
 区民の健康づくり・健康危機管理のための調査・研究の実施 
 保健医療分野におけるビッグデータの活用 

指標 目標値 
ベースライン

値 
現状値 

目標値現状なし     



令和３年度「第１回健康に関する安全・安心部会」 

ご意見・ご質問シート 
本日は、すみだ健康づくり総合計画中間改定検討部会「健康に関する安全・安心部会」にご出席

いただき、誠にありがとうございました。 

ご発言いただけなかったご意見やご質問などがございましたら、以下にご記入いただき、お手数

ですが、６月４日(金)までに、下記事務局へＦＡＸまたはメールでお送りください。 

 

お名前           

 

●区の状況・基本目標Ⅳの課題・考え方について 

 

 

 

 

 

 

●基本目標Ⅳ・基本施策の方向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他 

 

 

 

 

 

【事務局】墨田区保健計画課健康推進担当 松本・川井 FAX：０３－５６０８－６４０５ 

          E-mail：HOKENKEIKAKU＠city.sumida.lg.jp 

 

 

 

資料８ 


